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法第五条本文に関する判断基準 

 

 

 

 

 

 

 

一 開示又は不開示の基本的考え方 

 

本法は、国民主権の理念にのっとり、独立行政法人等の諸活動を国民に説明す

る責務が全うされるようにすることを目的とするものであることから、独立行

政法人等に関する情報は原則として開示する。しかしながら、一方で、独立行政

法人等は、個人及び法人等の権利、国の安全並びに公共の利益等に係る情報を有

していることから、これらの情報については適切に保護すべき必要があり、開示

決定等に当たっては、開示することの利益と開示しないことの利益とを適切に

比較衡量する必要がある。 

 

二 不開示情報の取扱い 

 

不開示情報は、公益上特に必要があるとき以外は開示しない。ある情報が法第

五条各号に掲げる複数の不開示情報に該当する場合があることから、ある情報

を開示する場合は、同条各号に掲げる不開示情報のいずれにも該当しないこと

を確認する。 

 

三 開示の実施の方法との関係 

 

開示又は不開示の判断は、専ら開示請求に係る法人文書に不開示情報が記録

されているかどうかによって行う。ただし、法人文書の保存又は技術上の観点か

ら、原本での閲覧を認めることが困難である場合等は、開示決定された法人文書

の開示の実施に当たり、一定の制約を設けることができる。 

 

四 法第五条各号における「公にすること」について 

 

法第五条各号で用いられている「公にすること」とは、秘密にせず、何人にも

知り得る状態におくことを意味し、開示請求者に開示するということは、何人に

（法人文書の開示義務） 

第五条 独立行政法人等は、開示請求があったときは、開示請求に係る法人文書に次

の各号に掲げる情報（以下「不開示情報」という。）のいずれかが記録されている場

合を除き、開示請求者に対し、当該法人文書を開示しなければならない。 



対しても開示を行うことが可能であるということを意味する。 

 

五 不開示情報に該当するかどうかの判断の時点 

 

不開示情報に該当するかどうかの判断は、時の経過、社会情勢の変化又は当該

情報に係る事務若しくは事業の進行の状況等の事情の変更に伴って変化するも

のであり、開示請求があった都度判断する。個々の開示請求において不開示情報

に該当するかどうかの判断をする時点は、開示決定等の時点とする。 

 


